
ＴＨＫグループ コーポレートガバナンス・ガイドライン 

 

ＴＨＫ株式会社 

 

ＴＨＫ株式会社（以下「当社」という）は、本ガイドラインにより、当社ならびに子会社、関

係会社からなるＴＨＫグループ（以下「当社グループ」という）におけるコーポレートガバナン

スに関する基本的な考え方、運営指針を明らかにします。 
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第１章 総則 

１．コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方  

当社グループは、「世にない新しいものを提案し、世に新しい風を吹き込み、豊かな社会作り

に貢献する」との当社グループ共通の経営理念等に基づき、「企業価値の最大化」の観点から、

株主を含む全てのステークホルダーに対し当社グループの経営の透明性を高めた上、適切かつ

効率的な経営を行うことで、ステークホルダーの皆様と適切に協働し、持続的に成長すること

により、当社グループの中長期的な企業価値の向上を目指すことをコーポレートガバナンスに

関する基本的な考え方とし、コーポレートガバナンスの充実に取り組みます。 

 

２．経営理念等 

当社は、前項の当社グループ共通の経営理念の他に、当社グループ共通の基本方針、行動憲

章等を定めこれを開示します。 

 

第２章 株主の権利・平等性の確保 

１．株主の権利の確保 

  当社は、株主総会における議決権をはじめとする株主の権利および平等性が実質的に確保さ

れるよう法令に従い適切に対応するとともに、少数株主や外国人株主に十分配慮し、全ての株

主がその権利を適切に行使することができる環境を整備します。 

 

２．株主総会における権利行使  

（１）株主の議決権の実質的な確保 

当社は、株主総会において株主の権利が実質的に確保されるように、株主への情報提供等

の充実化を図ることで、以下の施策等により、株主が当社の情報を平等に入手できるように

努めます。 

・株主総会の開催日については、特別な事情がない限り、集中日を避けて設定します。 



・株主総会招集通知については、株主総会の約 3 週間前を目安として発送します。加えて、

発送前に証券取引所、当社ホームページ等において早期に開示するように努めるとともに、

英訳化を行います。 

・インターネットによる議決権行使を認めるとともに、機関投資家向けの議決権電子行使プ

ラットフォームに参加し、株主の議決権行使の機会を確保します。 

・株主の合理的な判断に資すると認められる情報がある場合、証券取引所における適時開示

を行うとともに、適時に当社ホームページ等にて開示します。 

・機関投資家等の方々が、名義株主である信託銀行等から委任状を付与され、自ら議決権行

使等を行うことをあらかじめ希望される場合、その対応について信託銀行等と協議し検討

を行います。なお、機関投資家等の方々が株主総会での傍聴をあらかじめ希望される場合

には、所定の手続を経た上で、傍聴を認めます。 

（２）株主の反対理由の分析 

当社の取締役会は、株主総会において可決には至ったものの相当数の反対票が投じられた

会社提案議案があったと認めるときは、株主総会後の賛否の背景を分析した上で、株主との

対話、およびその他の対応の要否も含め、今後のアクションプランを検討します。 

（３）取締役会への委任 

当社は、経営判断の機動性・専門性の確保の観点および当社のコーポレートガバナンスに

関する体制の整備状況等を十分に考慮した上で、当社にとって株主総会決議事項の一部を取

締役会に委任することが適切であると判断する項目について、株主に対し、適宜提案します。 

 

３．資本政策の基本的な方針等 

新たな経営方針「ROE 10％超の早期実現」を達成するまで、以下の方針を継続します。 

① 当面の必要自己資本の水準を 3,000億円程度と設定 

② 配当方針においては自己資本配当率（DOE）8％を採用 

③ 機動的な自己株式取得の実施 

④ 早期に現預金残高をネットニュートラル水準まで引き下げ 

⑤ (中長期的に)純有利子負債の水準は EBITDAの 1～2倍程度まで許容 

尚、①の必要自己資本の水準は、当社事業の成長、事業規模に合わせ、適宜見直します。 

 

 

４．政策保有株式に関する方針等 

当社は、政策保有株式に関する方針、基準等について次のとおり定めます。 

（１）政策保有に関する方針 

当社は、取締役会において、取引等の事業活動の円滑化または強化を図ることを目的とし

て、保有によって当社グループが直接得られる利益及び取引関係の維持・発展などにより得

られる利益と、投資額や関係部署の見解等を総合的に勘案し、有益と判断した場合に政策保

有株式として当社の取引先の株式を保有します。 

   なお、当社は当社の株式を政策保有株式として保有している会社（政策保有株主）からそ

の株式の売却等の意向が示された場合には、経緯を確認し特段の事由がない限りこれを妨げ

ません。 



（２）主要な政策保有についての検証等 

当社は、取締役会において、毎年定期的に、主要な政策保有株式についてそのリターンと

リスクを踏まえた中長期的な経済合理性や将来の見通しを検証し、検証結果を反映した保有

のねらい・合理性について開示します。検証の結果、保有目的の合理性が希薄となった政策

保有株式については、縮減を図ってまいります。 

   なお、政策保有株主との間で、取引の経済合理性を十分に検証しないまま取引を継続する

など、会社や株主共同の利益を害するような取引は原則行いません。 

（３）政策保有株式の議決権行使の基準 

当社は、政策保有株式の議決権の行使について、その議案内容から、当社の事業活動にお

いて有益なものであるかどうかを判断し、当社の株主価値を毀損するおそれのある議案につ

いては肯定的な判断を行いません。 

 

５．買収防衛等 

（１）買収防衛策 

当社は、買収防衛策については導入しないことを基本的な方針とします。また、当社は、

当社株式が公開買付けに付された場合には、当社取締役会の考え方および対抗提案がある場

合はその内容を明確に説明するとともに、株主の皆様が公開買付けに応じて株式を手放す権

利を不当に妨げる等の措置は行いません。 

（２）株主利益を害する可能性のある資本政策 

当社は、支配権の変動や大規模な希釈化をもたらす資本政策を行う場合には、既存株主

を不当に害することのないよう、その必要性･合理性を十分に検討し、法令等に従って適法か

つ適正に手続を進めるとともに、株主の皆様に十分な説明を行います。 

 

６．関連当事者間の取引 

当社の取締役会は、当社の役員や主要株主等との取引（関連当事者間の取引）については、

取引の規模および重要性に応じて取締役会の決議ないし報告事項として定め、これにより決議

ないし報告事項とされた取引につき、社内規定に従った担当部署において十分検討して稟議・

決裁を経ていることを確認するとともに、当該検討の結果、問題点がある場合には十分に審議

した上で意思決定を行います。 

また、当該意思決定に基づき当該取引が適切に行われているかどうかについて内部監査室が

定期的に事後的な監査を行い、当該監査結果を取締役会に報告することにより取締役会が監視

できる体制を確保するとともに、監査等委員会が当該監査結果等を常時閲覧して監督できる体

制を確保します。 

 

  



第３章 ステークホルダーとの適切な協働 

１．経営理念等 

当社は、当社の経営理念に加え、当社の役職員が従うべき行動準則となる「THKの基本方針」、

「THK グループ行動憲章」等を定め、実践します。これらの経営理念等については当社ホーム

ページにおいて開示します。 

当社の取締役会は、株主、従業員、および取引先等の全てのステークホルダーとの間でより

良い関係を築き、適切に協働するため、上記行動準則の策定・改訂・実践をその責務に含むも

のとし、実質的に上記行動準則の趣旨・精神を尊重する企業文化・風土の存否に重点を置いて、

上記行動準則が広く実践されているか否かについて適宜レビューを実施し、上記行動準則が当

社の国内外の事業活動に広く浸透し、遵守されるように対応します。 

 

２．情報開示の充実 

  当社は、法令等に基づく財務情報および非財務情報について適切に開示することはもとより、

法令に基づく開示以外の情報提供にも主体的に取り組み、開示義務を負う情報以外にもステー

クホルダーにとって有用であると当社が判断した情報については、適宜当社ホームページへの

掲載、英訳化等を行い、ステークホルダーへの情報開示、情報提供の充実に努めます。 

 

３．サステナビリティ（持続可能性）に関する取り組み 

当社は、「サステナビリティ基本方針」を策定するとともに、当社における重要課題（マテリ

アリティ）を特定します。 

また、サステナビリティ推進体制の確立、浸透及び定着を図り、企業価値の向上と持続可能

で豊かな社会作りの両立を実現するため、取締役会の諮問機関としてサステナビリティ委員会

を設置します。当社の取締役会は、サステナビリティ委員会で検討、審議された事項について、

適宜報告、提案を受けるとともに、各業務部門におけるサステナビリティに関する取り組み全

般を監督することにより、会社としてサステナビリティを巡る課題について、積極的・能動的

に対応します。 

気候変動や人的資本を含めたサステナビリティに関する取り組みは、有価証券報告書、統合

報告書、当社ホームページ等において、「ガバナンス」、「戦略」、「リスク管理」、「指標及び目

標」の４つの構成要素に基づき、適時適切に開示します。 

 

４．多様性の確保 

当社は、当社の多様性を確保し、グローバル化を推進し、当社グループの持続的な成長を確

保するため、国籍、年齢、性別、障害の有無等に関わらない多様な人財の採用、登用に努め、

当社グループの人財が広く活躍できるような職場環境、社内制度の整備を進めます。 

 

  



５．企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 

当社は、確定給付企業年金制度の適正な運営を図るため、また受益者の利益向上と利益相反

の適切な管理のため本社の従業員代表を委員に含めた年金資産運用委員会を設置し、運営しま

す。 

具体的には、年金資産の運用に関する基本方針を定めるとともに、将来にわたって年金給付

を確実に行うため、リスク・リターンを勘案した年金資産構成割合を策定します。 

年金資産の運用状況については、定期的にモニタリングし、年金資産運用委員会において年

金資産構成割合の見直しを行います。人事面においては、企業年金担当者を外部セミナー等に

派遣し、人材育成に努めます。 

 

第４章 コーポレートガバナンス体制 

１．会社の機関 

当社は、監査等委員会設置会社であり、執行役員制度を採用することにより、業務執行に関

する役割と責任を明確化するとともに、意思決定、業務執行の迅速化を図ります。 

また、当社は、執行役員のほか、取締役が出席する執行役員会、さらに執行役員会メンバー

に当社グループの事業部門、関連会社の責任者を加えたグローバル経営戦略会議を定期的に開

催することで、執行役員の業務執行状況の監督および当社グループの事業状況等の経営情報を

迅速に把握し対応できる体制を構築します。そして、これらの会議において経営上重要と認め

られた事項については取締役会に上程して審議するものとし、取締役会による経営監督機能が

十分に発揮される体制を確保します。 

加えて、当社は、経営陣の人事および報酬についてさらなる透明性・公正性を確保するべく、

経営陣の人事の指名案作成については過半数を社外取締役で構成し、かつ委員長を社外取締役

とする任意の指名諮問委員会を設置し、経営陣の報酬案作成についても同様に過半数を社外取

締役で構成し、かつ委員長を社外取締役とする任意の報酬諮問委員会を設置し、それぞれ運用

します。 

 

２．取締役会 

（１）取締役会の役割、責務 

当社の取締役会は、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本

効率等の改善を図るべく、当社の経営理念等を確立し、これらを実現する役割・責務を担う

ことを認識し、そのための中心的な施策として以下の事項を実施します。 

① 当社の経営理念実現に向けて、グローバル 10 21（21 世紀中に機械要素部品メーカとし

て TOP10 に入る）を標榜し、そのマイルストーンとして中長期の経営目標を設定し、その

達成に向けて活動します。 

② 執行役員のほか、社外取締役を含む取締役が出席する執行役員会を設置し、執行役員会に

おいて議論された執行役員の業務執行状況を取締役会において共有する体制を構築し、か

つ、執行役員会において経営上重要と認められた事項については取締役会に上程して審議

することにより、取締役会は、業務執行の責任者である執行役員の業務執行状況の監督を

行います。 

③ 役員賠償責任保険を付保するとともに、社外取締役との間で責任限定契約を締結し、経営



陣による適切なリスクテイクを支える環境を整備します。 

④ 社外取締役について、当社が必要とする知識、経験を踏まえて候補者を選任するとともに、

社外の独立役員を複数名設置することで、経営陣に対する独立性、客観性および実効性の

ある、監督、監査が行われる体制を構築します。 

（２）取締役会の決定事項、委任事項 

当社は、取締役会規則を定め、次の内容を取締役会で決定すべき主な事項としております。 

・法令に定められた事項 

・定款に定められた事項および重要な業務に関する事項 

・株主総会の決議により委嘱された事項 

・重要な規則・規程の制定および改廃 

・その他取締役社長または取締役会が必要と認めた事項 

当社の取締役会は、上記取締役会規則において定めた事項に加え、上記（１）の役割・責

務を担うことを認識した上、以下の（３）ないし（９）の事項についても当社からの委任事

項として適切に対応します。 

（３）取締役会の構成 

当社の取締役会は、当社の中長期的な成長の実現に向けた経営戦略を踏まえ、備えるべき

スキル等を特定したうえで、取締役会全体としての知識、経験、能力のバランス、専門性、

多様性および規模、人員を踏まえた構成とし、自由闊達で建設的な議論・意見交換を行いま

す。 

（４）取締役会の実効性 

当社の取締役は、会社全体の経営に関する観点、業務執行の管理監督という観点に加え、

社外取締役については独立した立場から、客観的な第三者の視点および専門的な経験・知見

に基づく観点から取締役会に参画します。 

当社の取締役および執行役員の任期は経営および業務執行の責任を明確にするため 1 年と

しており、その期間の評価の結果を再任の有無や報酬等に反映します。 

  また、当社は、当社の企業価値の向上を目的として、当社取締役会の実効性の確保、機能

の向上を図るため、各取締役において、取締役会に関する自己分析・評価を実施します。 

（５）執行役員の選任・業務権限委譲範囲の決定 

   当社の取締役会は、執行役員を選任し、その執行役員に対して業務権限を委譲する範囲を

決定し、当社ホームページ等にて開示します。 

（６）経営戦略等の策定 

当社の取締役会は、資本コストを踏まえた上での収益計画や資本政策の基本的な方針を示

すとともに、長期経営目標および中期経営計画の実現に向けた施策および経営資源の配分等

について株主に分かりやすい言葉・論理で明確に説明します。 

また、当社は、中期経営計画も、株主に対するコミットメントの一つであるとの認識に立

ち、その実現に向けて最善の努力を尽くします。仮に中期経営計画が目標未達になった場合

には、その原因や当社が行った対応の内容を十分に分析し、株主に対して説明を行うととも

に、その分析を次期以降の計画に反映します。 

（７）最高経営責任者等の後継者の計画（プランニング）の監督 

当社の取締役会は、最高経営責任者等の後継者については、当社の経営理念や経営戦略等



を踏まえ、最高経営責任者等の後継者として社内外含め幅広く情報を収集し、人材登用を行

うという観点から、最高経営責任者等の後継者計画や育成の状況について、従前から確認し

ています。今後は更に見直しを図り監督を行っていく予定であります。 

（８）取締役会の運営 

当社の取締役会は、その運営に関して、審議の活性化を図るため以下の内容を実施します。 

① 取締役会の資料については、原則として取締役会開催日の 3 日前に配布するように努めま

す。また、重要な議案事項については、必要に応じて事前に取締役個別に説明するなど、

取締役会で実質的な審議が行われるよう審議時間の確保に努めます。 

② 取締役会の資料以外も、取締役に対し、必要に応じて十分な情報を提供します。 

③ 取締役会の年間の開催予定日および予想される審議事項について決定し、各取締役に対し

て事前に通知します。 

④ 定時取締役会については原則として月１回開催し、重要事項については事前報告、継続審

議等とし、各取締役が十分な検討時間を確保できるように努めます。また、取締役会に電

話会議システム、ＴＶ会議システムを導入し、取締役が出席しやすい環境を整備します。 

（９）情報開示体制【4-3】 

当社の取締役会は、適時かつ正確な情報開示が行われるよう、開示担当部署における開示

の必要性に係る判断が適切であるか、当社は、「情報開示フロー」を定め適切に開示が実施さ

れているかを監督するとともに、内部統制やリスク管理体制を適切に整備します。 

 

３．取締役等の経営陣の選解任 

当社の取締役等の経営陣の選解任・指名の方針、手続は以下のとおりです。 

（１）取締役候補者の指名等の手続き 

当社の取締役会は、取締役候補者の指名については、取締役会の諮問を受け、社外取締役

が過半数を占める任意の指名諮問委員会にて検討・審議します。任意の指名諮問委員会の策

定案に基づき、監査等委員である取締役候補者の指名については、監査等委員会の同意を得

た上で、最終的に取締役会にて十分に審議した上で決定します。その他執行役員等の経営陣

の選任については、取締役社長、役付取締役において、その実績等を踏まえた評価を行い、

取締役会で十分に審議した上で決定します。 

（２）取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の指名 

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の指名については、大所高所から経営を

判断することのできる人材を基本とし、人格、識見、能力、期待貢献等を総合的に検討した

上で候補者の経験・実績等について評価を行い、必要に応じて専門家の見解も踏まえ、取締

役に相応しいと判断する人物を指名します。 

（３）監査等委員である取締役候補者の指名 

監査等委員である取締役候補者の指名については、監査等委員会の同意を得た上で、金融・

法律・財務、会計・経理等の知見、専門性を有する人材を基本とし、人格、識見、能力、期

待貢献などを総合的に検討した上で候補者の経験・実績等について評価を行い、必要に応じ

て専門家の見解も踏まえ、監査等委員である取締役に相応しいと判断する人物を指名します。

また、財務・会計に関する適切な知見を有する者が１名以上選任されるようにします。 

（４） 執行役員の選任 



執行役員の選任については、その所管する業務に精通している人材を基本とし、人格、識

見、能力、期待貢献等を総合的に検討した上で候補者の経験・実績等について評価を行い、

必要に応じて専門家の見解も踏まえ、執行役員に相応しいと判断する人物を選任します。 

（５）取締役等の経営陣の解任 

取締役等の経営陣の解任については、法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀

損したと認められる場合または当社が定めた取締役等の経営陣の指名の方針に相応しくない

場合に取締役会で十分に審議した上で決定します。 

（６）任意の指名諮問委員会の設置 

当社は、さらなる透明性・公正性を確保するため、経営陣の人事の指名案作成について、

社外取締役が過半数を占める任意の指名諮問委員会を設置し、運用します。 

（７）候補者の略歴等の開示 

取締役の略歴は有価証券報告書、株主総会招集ご通知にて記載するとともに、その指名の

理由は株主総会招集ご通知に記載します。 

 

４．最高経営責任者の選解任 

当社の最高経営責任者の選解任・指名の方針、手続は以下のとおりです。 

（１） 最高経営責任者の選任 

当社は、最高経営責任者の選任について、具体的な手続きの基準は設けておりませんが、

原則今までの経験・実績等から経営を任せるに相応しい人物を、社外取締役が過半数を占め

る任意の指名諮問委員会で審議を行い、取締役会で選任します。 

（２） 最高経営責任者の解任 

当社は最高経営責任者の解任に関する具体的な手続きは確立しておりませんが 

法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められる場合、また、当社の

経営を任せるに相応しくないと判断した場合は、取締役会で十分に審議を行います。 

 

５．取締役等の経営陣の報酬 

当社の取締役会は、取締役、執行役員等の経営陣の報酬については、取締役社長、役付取締役

において、その経営陣の実績等を踏まえた評価を行い、十分に審議した上で決定します。 

当社の取締役の報酬等については、有価証券報告書にて開示します。 

役員の報酬等の額の決定に関する方針は、以下のとおりです。 

（１）基本方針 

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、企業価値向上の持続的なイン

センティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報

酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、

業務執行取締役の報酬は、各取締役の担当する業務や職責等の内容に応じて決定される確定

金額報酬を基本として、主に中期的なインセンティブを付与することを目的とする譲渡制限

付株式による報酬、さらには年度及び中期的な業績を踏まえた業績連動報酬により構成する。

また、主にモニタリング機能を担う社外取締役については、その職務内容に鑑み、確定金額

報酬のみを支払うこととする。なお、確定金額報酬および業績連動報酬は金銭報酬とし、譲

渡制限付株式による報酬は、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権とする。 



（２）確定金額報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針 

当社の業務執行取締役の確定金額報酬は、前年度の業績を踏まえて当年度の取締役の確定

金額報酬の総額を年額 12億円以内において決定し、各取締役のそれまでの担当業務、貢献度

合に応じた実績さらには貢献期待度等を踏まえて各人ごとの評価を行い、その評価に基づい

て、前記決定に係る報酬総額を各取締役に配分する方法で決定するものとする。社外取締役

は、年額 120 百万円以内とし、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業

の報酬水準を踏まえて決定する。 

（３）業績連動報酬の額の算定方法の決定に関する方針 

当社の業務執行取締役の業績連動報酬は、支給対象たる事業年度ごとの親会社の所有者に

帰属する当期利益の額に３％を乗じた額に、当社事業の需給動向の変動を平準化して考慮す

るために、当該事業年度を含む直近４事業年度の親会社の所有者に帰属する当期利益の額の

平均額に３％を乗じた額を加算した額を上限として、当該事業年度における支給総額を決定

し、その範囲内で、当該事業年度における各取締役の担当業務や貢献度合を評価・考慮して、

決定するものとする。なお、社外取締役へは支給しないものとする。 

（４）譲渡制限付株式による報酬の内容及びその数又はその算定方法の決定に関する方針 

譲渡制限付株式報酬は、取締役（監査等委員である取締役および社外取締役は除く。以下

「対象取締役」という。）に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ

を与えるとともに、株主との利害共有を図るために、一定の事由が生ずるまで譲渡が禁止さ

れ、かつ一定の事由が生じたときは当社が無償で取得するなどの制約に服する当社普通株式

（以下、「譲渡制限付株式」という。）を下記のとおり割り当てるものとする。 

① 譲渡制限付株式の割当て及び払込み 

当社は、対象取締役に対し、当社の取締役会決議に基づき、上記２．の年額 12憶円以内

で譲渡制限付株式に関する報酬として金銭報酬債権を支給し、各対象取締役は、当該金銭債

権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受ける。 

なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行または処分に係る当社取締役会決議の日の

前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立してい

ない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として当該普通株式を引き受ける対象

取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定する。 

また、上記金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意していること及び下記

（３）に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」という。）を締結

していることを条件として支給する。 

② 譲渡制限付株式の総数 

対象取締役に割り当てる当社の普通株式の総数は、各事業年度において、27 万株以内と

する。ただし、当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含む。）又は株

式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式

の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整することが

できる。 

③ 譲渡制限付株式割当契約の内容 

ア 譲渡制限期間 

譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役は、本割当契約により割当てを受けた日



より当社の取締役の地位を退任（退任と同時に再任される場合は除く。）するまでの間

（以下「譲渡制限期間」という。）において、本割当契約により割当てを受けた当社の

普通株式（以下「本割当株式」という。）について、譲渡、担保権の設定その他の処分

をしてはならないものとする（以下「譲渡制限」という。）。 

イ 譲渡制限付株式の無償取得 

当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、

最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役を退任した場

合には、当社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式の全部を当

然に無償で取得する。 

また、本割当株式のうち、上記アの譲渡制限期間が満了した時点において下記ウの譲

渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当

社はこれを全て当然に無償で取得する。 

ウ 譲渡制限の解除 

当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、

最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役の地位にあっ

たことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもっ

て譲渡制限を解除する。ただし、対象取締役が、当社の取締役会が正当と認める理由に

より、譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役を退任した場合には、当社の取締役会

において、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に

応じて合理的に調整する。 

エ 組織再編等における取扱い 

上記アの定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併

契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関

する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承

認を要さない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合には、当社の取締役

会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏

まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、

譲渡制限を解除する。 

オ その他の事項 

本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。 

（５）確定金額報酬の額、業績連動報酬の額及び譲渡制限付株式による報酬として付与する株式

の数の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針 

業務執行取締役における確定金額報酬の額と業績連動報酬の額の割合については、会社業

績やそれぞれの役割に対する成果・業績責任を明確にする趣旨に基づき、確定金額報酬にお

いても会社業績に加味して年度ごとに見直すものとし、こうして決定された確定金額報酬の

額を踏まえ、当年度における業績および直近 4 事業年度における業績さらには、経営陣全体

としての貢献度合を考慮し、その割合を決定するものとする。この割合の決定については、

かかる原案を報酬諮問委員会に諮問し答申を得、これを尊重するものとする。 

また、対象取締役の譲渡制限付株式による報酬として付与する株式の数は、導入当初にお

いて、対象取締役に支給する確定金額報酬の額の総額の５％を目途に算定するものとし、当



社の企業価値の持続的な向上に貢献し、かつ株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、

株価上昇および企業価値向上への貢献意欲が高まるように、今後の経営環境の変化に対応し

て、導入当初の前記割合をベースに調整し、適切な支給割合となるものとする。 

（６）取締役の報酬の支給の時期や条件の決定方針 

取締役の報酬の支給の時期や条件については、確定金額報酬は歴月計算とし毎月ごとに支

給し、業績連動報酬は年一回、毎年 4 月に支給するものとし、その変更は、取締役会の決議

に基づくものとする。また、対象取締役への譲渡制限付株式による報酬の付与（支給）の時

期や条件については、当社と対象取締役が締結する本割当契約に基づき年一回、毎年４月に

支給するものとする。 

（７）取締役の個人別の報酬の内容についての決定の取締役に対する委任に関する事項 

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の額（譲渡制限付株式につい

ては、付与する各取締役の数）については、取締役会決議に基づき、担当業務をもたず会社

全般の業務を所轄する取締役副社長等については、代表取締役２名が、またそれ以外の担当

業務を所轄する取締役については、代表取締役２名および取締役副社長１名が共同で委任を

受けるものとし、それぞれの場合に委任される権限の内容は、各取締役の確定金額報酬の額

および各取締役の担当事業の業績を踏まえた業績連動報酬の評価・配分ならびに各取締役に

付与する譲渡制限付株式の数を決定するものとする。 

取締役会は、当該権限が上記受任者によって適切に行使されるよう、確定金額報酬および

業績連動報酬のそれぞれの額の総額及び譲渡制限付株式については、それぞれの数の総数並

びに各取締役への配分方針に係る報酬諮問委員会の答申を得たうえで、上記受任者は、単独

あるいは協議に基づき、当該答申の内容を尊重して個人別の報酬額を決定する。なお、報酬

諮問委員会は、代表取締役 1 名並びに社外取締役および監査等委員たる社外取締役の 3 名で

構成されるものとする。 

 

６．取締役に対するトレーニングの方針等 

（１）取締役に対するトレーニングの方針 

当社は、当社の持続的な成長のため、取締役について、当社グループの国内外の事業所や

現地法人の視察、および各種セミナー等への出席等トレーニングの機会を提供します。また、

取締役の意向も踏まえ、必要なトレーニングについては適宜検討して実施します。 

（２）トレーニングの内容 

当社は、社外取締役を含めた取締役が当社グループの国内外の事業所、現地法人の視察等

当社グループの状況、事業の把握等を行うように努めます。また、取締役がその必要な知識

の習得や適切な更新等の研鑽に努めるために適宜外部のセミナー等への参加等トレーニング

の機会の提供・斡旋やその費用の支援を行います。 

 

７．監査等委員である取締役および監査等委員会 

（１）監査等委員である取締役および監査等委員会の役割・責務 

当社の監査等委員である取締役および監査等委員会は、取締役の職務の執行の監査、外部

会計監査人の選解任や監査報酬に係る権限の行使などの役割・責務を果たすに当たっては、

株主に対する受託者責任を踏まえ、当社監査等委員会規則、外部機関が策定する諸基準等を



充分参考にし、独立した客観的な立場において適切な判断を行います。 

また、当社の監査等委員である取締役および監査等委員会は、その期待される「守りの機

能」を発揮することに止まらず、その役割・責務を十分に果たすために、監査等委員である

取締役と取締役社長、取締役および執行役員等の経営陣との意見交換会を定期的に実施する

ことで、能動的・積極的に権限を行使し、取締役会以外の場においても経営陣に対して適切

に意見を述べます。 

（２）監査の実効性 

当社は、当社の監査等委員会をサポートする監査等委員会事務局を設置し、監査等委員会

事務局は収集した監査関連情報を速やかに、かつきめ細かく監査等委員会に報告し、監査等

委員である取締役の情報共有の充実を図ります。加えて監査等委員である社外取締役は、そ

の知識と経験に基づき独立した立場から発言を行い、監査の実効性を高めます。 

また、当社の監査等委員である取締役および監査等委員会は、外部会計監査人との定期的

な連絡会を実施することにより、適切に情報収集を行うとともに、社外取締役がその独立性

に影響を受けることなく情報収集力を強化できる体制を確保します。 

 

８．会計監査 

（１）外部会計監査人 

当社の取締役会は、監査等委員である取締役、監査等委員会および外部会計監査人におい

て高品質な監査が可能となるように監査に必要な資料等は全て提供するとともに、取締役社

長およびその他の取締役や執行役員等の経営陣と監査等委員である取締役との意見交換会の

実施や、外部会計監査人と取締役社長以下の経営陣との面談機会を設けるなど、監査に対し

て十分な時間を確保します。 

また、当社の監査等委員会では、高品質な監査が行なえるよう、監査計画を定め、合理的

な監査業務分担を行うととともに、外部会計監査人・内部監査室との三様監査連絡会の実施、

内部統制事務局であるリスク管理室等との連絡会を実施するなど、適正な監査の確保に努め

ます。 

（２）外部会計監査人の選定と評価 

当社の監査等委員会は、外部会計監査人候補を適切に選定し、外部会計監査人を適切に評

価するためにその基準を策定します。また、監査等委員会は、当社監査等委員会規則および

「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」に基づき、外部機関の基準、指針等を踏ま

え外部会計監査人の再任等を判断します。  

 

９．独立社外取締役 

（１）独立社外取締役の役割・責務 

当社は、証券取引所の基準を満たす独立社外取締役を 3分の 1以上選任します。 

加えて、当社は当社の経営状況や経営環境等をふまえ十分な人数の独立社外取締役を選任

します。 

当社の独立社外取締役は、主として以下の役割・責務を担います。 

① 経営の方針や経営改善について、自らの知見に基づき、当社の持続的な成長を促し中長期

的な企業価値の向上を図るとの観点から助言を行うこと 



② 経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うこと 

③ 当社と経営陣・支配株主等との間の利益相反を監督すること 

④ 経営陣・支配株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見

を取締役会に適切に反映させること 

⑤ 取締役会が決定した戦略ないし経営計画に照らして、当社の経営の成果ならびに経営陣の

業務執行内容および監督状況等を随時検証および評価し、全ての株主共同の利益の観点か

ら、現在の経営陣に当社の経営を委ねることの適否について判断し、意見を表明すること 

（２）独立社外取締役の情報共有の充実 

  当社は、社外取締役が取締役会に加え、執行役員会等の当社の重要な会議に出席するなど、

緊密な連携を図ります。また、社外取締役と外部会計監査人との連絡会を定期的に行うこと

で、社外取締役の情報共有の充実を図ります。 

 

１０．独立性の判断基準 

当社は、東京証券取引所の定める、独立役員の独立性の判断基準等を踏まえた上で、その独

立性の判断基準を定め別途開示します。 

 

１１．取締役の兼職状況 

当社は、招集通知・有価証券報告書等にて取締役の兼職状況等を適切に開示します。また、

当社は、社外取締役をはじめ、取締役の兼職状況をふまえ、当社での役割・責務を果たせる

ことを候補者に確認の上、選任します。 

 

１２．取締役の情報入手、支援体制 

（１）情報入手・支援体制 

当社の取締役は、取締役会以外の執行役員会やグローバル経営戦略会議等の重要な会議に

出席し、当社の経営情報等を入手します。また、必要に応じて、当社の各関連部門に対して

情報提供の要請やディスカッションの機会を設けるなど、当社は情報提供について必要な対

応を行います。 

（２）サポート体制 

当社の取締役については、社長室にてサポートするほか、必要に応じて財務経理部門、経

営企画部門等より情報提供を受けられる体制を確保します。加えて監査等委員である取締役

および監査等委員会については、監査等委員会事務局においてサポートし、監査等に関する

必要な情報提供を受けられる体制を確保します。 

また、当社は、当社の取締役が、当社の顧問弁護士等の専門家に対して必要に応じて相談

できるようにするとともに、外部の弁護士等の専門家へ相談の必要があるときは、助言が得

られるように対応します。 

（３）情報の共有体制 

当社の内部監査室は、取締役社長へ監査結果を報告するとともに、監査等委員会と連携し、

情報を共有します。また、監査等委員会の情報収集については、監査等委員会事務局がその

意向を受けて収集を行い、情報を報告し、共有します。 

 



１３．受託者責任 

当社の取締役等の経営陣は、執行役員会等の重要な会議を通じて、取締役は業務執行状況

の監督および意思決定に必要な情報を正確かつ迅速に収集し、監査等委員である取締役は取

締役会のみならず執行役員会、コンプライアンス委員会などの重要な会議に出席し、監査に

必要な情報を収集した上、ステークホルダーとの適切な協働を確保しつつ、当社や株主共同

利益のために行動します。 

 

１４．リスク管理体制等 

（１）リスク管理体制 

当社は、適切なコンプライアンスの確保とリスクテイクの裏付けとなり得る、内部統制や

先を見越したリスク管理体制を整備するため、取締役社長を委員長とするリスク管理委員会

およびコンプライアンス委員会を設置します。各委員会では、リスク管理・コンプライアン

スに関する体制、年度計画および課題等を審議・承認します。各委員会にて、審議された重

要な事項については、取締役会に上程・報告し、各委員会と取締役会が適切に連携します。 

また、当社は、各委員会の運営の効率性および委員会機能の有効性を確保するため、リス

ク管理室に各委員会事務局を設置し、委員会事務局は、委員会の指揮命令に従い、リスク管

理およびコンプライアンスに関する業務を遂行します。 

加えて、当社は「内部統制基本方針」を定め当社グループの業務の適正を確保するための

体制を整備するとともに、「財務報告に係る内部統制方針」を定めて財務報告の信頼性を確保

します。取締役社長は内部統制統括責任者を任命し、内部統制統括責任者が内部統制運営に

関する重要事項を審議するとともに、活動の成果物に対して採否を決定します。 

（２）内部通報制度 

当社は、「ＴＨＫグループヘルプライン規程」を定め、従業員等が法令違反行為、不正行為

その他のコンプライアンスに関する重要な事実を通報する社内の窓口に加え監査等委員会や

社外の弁護士へ直接通報できる窓口を設置します。また、通報者の秘匿と不利益取扱の禁止

を明確に定め、内部通報に係る適切な体制を確保します。通報内容およびその対応は、取締

役社長を委員長とするコンプライアンス委員会にて報告・審議します。 

 

第５章 株主との対話 

１．株主との建設的な対話に関する方針等 

（１）株主との対話 

当社は、投資家との対話を担当するＩＲ部門を設置し、ＩＲを統括する取締役を定めます。 

また、当社は、株主判明調査等を実施し、実質的な株主構造の把握に努めるとともに、国

内外の機関投資家との面談等を通じて対話の促進を図り、持続的な成長と中長期的な企業価

値の向上の実現に努めます。面談の申し込みに対しては、当社株式の保有状況に関らず、原

則としてＩＲ部門にて可能な限り対応し、必要に応じて経営陣が面談いたします。また、対

話において把握された株主の意見・懸念については、経営陣に報告されます。 

当社のＩＲ部門は、経営企画、財務経理等の経営部門と連携し、情報の共有を図ります。 

当社は、決算説明会、投資家向け説明会等を開催し、当社の経営方針、経営戦略等につい

て株主の理解を得られるように分かりやすい形で説明を行うよう適切な対応に努めます。 



（２）インサイダー情報の管理 

当社は、「インサイダー取引禁止規程」を定め、未公表の内部情報の管理および当社役職員

による当社等の株券、新株予約権証券等その他法令に定めるものの売買に関する行動基準を

定め、金融商品取引法に違反する内部者取引を未然に防止し、以って企業としての社会的責

任を果たします。 

 

 

附則 

１．2015年 10月 23日 制定 

２．2016年 6月 18日 改訂 

３．2017年 6月 17日 改訂 

４．2018年 12月 25日 改訂 

５．2021年 3月 20日 改訂 

６．2021年 11月 30日 改訂 

７．2022年３月 19日 改訂 

８．2024年３月 16日 改訂 

９．2024年 11月 12日 改訂 

10．2025年３月 15日 改訂 

 


